
ミンナ防災（共助の取組強化事業）普及啓発動画制作業務委託 企画提案募集要領 

 

１ 委託業務名 

  ミンナ防災（共助の取組強化事業）普及啓発動画制作業務 

 

２ 趣旨 

  自主防災組織を中心とした共助の取組の重要性を周知するため、防災における共助の重要性を伝え 

 つつ、県が作成するミンナ防災ホームページに誘導するための動画を制作する。 

 

３ 予算額 

  ７００千円（消費税及び地方消費税を含む）を本事業の契約に係る上限額とする。 

  なお、予定価格はその範囲で別途算定する。 

 

４ 契約者数 

  契約者は１者とする。 

 

５ 委託業務の内容 

  ミンナ防災（共助の取組強化事業）普及啓発動画制作業務委託 仕様書（以下、「仕様書」という） 

 のとおり。 

 

６ 委託業務期間 

  契約締結の日から令和５年２月２８日（火）まで 

 

７ 応募資格 

（１）日本国内に事務所又は事業所を有する法人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当（契約締結能力のない 

  者、破産者で復権を得ない者）しない者であること。 

（３）公募開始日から契約締結日までの期間に、埼玉県競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく指 

  名停止の措置を受けている者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事更生法（平成１１年第法律第２２５号）に基づ 

  く更生手続き又は再生手続きの開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申し立てがなされている者でないこ 

  と。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規定す 

  る暴力団、同条第 6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活 

  動を行う者でないこと。 

 ※ 複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが(１)～(７)を満たす必要があることに注意すること。 



８ スケジュール 

日 時 内 容 

令和４年７月 ８日（金）  公募（ホームページ） 

令和４年７月１９日（火） 質問書の提出期限 

令和４年７月２１日（木） 質問書への回答予定 

令和４年７月２８日（木） 企画提案競技への参加希望書提出期限（厳守） 

令和４年８月 ４日（木） 企画提案書の提出期限（厳守） 

令和４年８月中旬 企画提案協議結果通知（予定） 

 

９ 質問事項の受付 

  募集の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

   令和４年７月１９日（火）午後５時まで 

（２）受付方法 

   「募集内容等に関する質問書（様式０）」に記入の上、E-mailで提出すること。 

   電話等による質問には、簡易なものを除き応じない。 

  ＜受付＞ 

   埼玉県危機管理防災部危機管理課 震災予防担当 

   （住所）〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1（危機管理防災センター２階） 

   （電話）048-830-8148   (E-mail)a3115-06@pref.saitama.lg.jp 

（３）回答方法 

   質問に対する回答は、質問を行った団体名等を伏せた上で、令和４年７月２１日（木）までに、 

  ホームページに公開する。 

 

10 企画提案参加希望書の提出 

  本業務の企画提案への応募を行う場合は、「企画提案参加希望書（様式１）」（以下、「希望書」という。） 

 を提出すること。 

（１）提出方法 

   希望書の提出方法は E-mailとする。 

   なお、必ず電話で受信を確認すること。 

  ＜提出先＞ 

   埼玉県危機管理防災部危機管理課 震災予防担当 

   （住所）〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1（危機管理防災センター２階） 

   （電話）048-830-8148  (E-mail)a3115-06@pref.saitama.lg.jp 

（２）提出期限 

   令和４年７月２８日（木）まで（午後 5時必着） 

   なお、やむを得ない理由により参加希望を取り下げる場合は「企画提案参加希望取下書（様式２）」 

  を提出すること。取下書の提出方法は E-mailとする。 



 

11 企画提案書等の提出 

  企画提案に当たっては、以下の書類を提出すること。 

（１）企画提案書（様式３）及び企画提案資料（様式自由） 

  ① 企画提案資料の様式は任意とするが、Ａ４判・片面で作成すること。 

  ② 提出書類は日本語で記載し目次及びページ番号を付与すること。 

  ③ 企画提案資料には以下の項目について、必ず記載すること。 

    ・啓発動画案（シナリオ等により、動画の内容が分かれば絵コンテは必須ではない。） 

    ・業務実施体制 

    ・スケジュール 

（２）添付書類 

  ① 法人等概要調書（様式４） ※会社概要が分かるパンフレット等を添付すること。 

  ② 委託料見積書（様式は任意。宛先は「埼玉県知事 大野元裕」とすること。） 

  ③ ７ 応募資格（１）～（７）の要件を満たすことを証する誓約書（様式５） 

（３）提出方法 

  ① 提出部数 

    各１部 

  ② 提出方法 

    提出方法は E-mailとする。ただし、電子メールで受け取れる添付ファイルのサイズに制限が 

   あるため、おおよそ１０メガバイトを超える場合には、事前に連絡の上、別途指示する方法によ 

   り、提出すること。 

    なお、必ず電話で受信を確認すること。 

  ＜提出先＞ 

   埼玉県危機管理防災部危機管理課 震災予防担当 

   （住所）〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1（危機管理防災センター２階） 

   （電話）048-830-8148   (E-mail)a3115-06@pref.saitama.lg.jp 

  ③ 受付期限 

    令和４年８月４日（木）まで（午後 5時必着） 

（４）その他 

  ア 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。また、提出された企画提案書等 

   は返却しない。 

  イ 企画提案書等の作成に係る経費は、提案者の負担とする。 

 

12 契約先候補の決定方法 

（１）審査 

  １．応募資格等の要件審査の実施 

  ２．企画提案書に基づく審査の実施 

    県は、提出された企画提案書及びその他提出書類に基づき、総合的に審査し、総合点が最も高 



   かった提案者を契約先候補として決定する。審査は書面にて行う。 

    なお、概ね下記の項目について審査し、評価を実施する。 

   ① 企画提案内容 

    ・事業の目的や趣旨を理解し、仕様書を踏まえた提案内容になっているか。 

   ② 啓発動画案 

    ・提案内容は実現可能かつ成果が十分に見込める内容となっているか。 

    ・ターゲット（無関心層、若年層）の行動を促す内容となっているか。 

   ③ 事業遂行能力 

    ・事業を実施するに当たり十分な能力を有しているか。 

    ・事業に迅速・柔軟に対応できる体制が整っているか。 

    ・事業実施のスケジュールは適切か。 

   ④ コストパフォーマンス 

    ・事業費が予算の範囲内であり、コストパフォーマンスに優れた積算となっているか。 

（２）審査結果通知 

   審査会実施後、おおむね１週間以内に個別に文書で通知する。なお、審査結果に関する問い合わせ 

  には応じない。 

 

13 契約相手方の決定方法 

  県は、契約先候補者（審査の結果、総合点が最も高かった提案者）と業務履行に必要な協議を行い、 

 協議が整った場合は契約先候補者から改めて見積書を徴取して、精査の上、随意契約による委託契約を 

 締結する。 

  なお、契約先候補者と協議が整わない場合は、総合点に基づき、順次、次点者と協議を行う。 

 

14 契約及び委託金の支払方法 

  契約先候補者と業務履行に必要な協議を行う中で、契約内容を決定する。また、契約内容を変更せざ 

 るを得ない場合には、適宜、変更契約を行うことがある。 

  なお、契約金額の支払方法は業務完了検査後の精算払いとする。 

 

15 企画提案書等の情報公開 

  選定結果として、契約の相手方となる企画提案者の名称を公表する。 

  また、情報公開の請求に応じて契約の相手方となる企画提案者の企画提案書等の情報公開を行う場 

 合がある。（原則として、個人に関する情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情報を除く。） 

 

16 その他留意事項 

（１）提案の失格、無効 

   次の各号のいずれかに該当する応募は無効とする。 

  ア 談合その他不正行為が行われたと認められるもの。 

  イ 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 



  ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 

  エ 指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。 

  オ 「11（２）添付書類」に定める書類（法人等概要調書、委託料見積書、誓約書）がないもの。 

  カ 委託料上限額を超える金額で見積書を提出したもの。 

  キ 見積金額を訂正したもの。 

  ク 誤字、脱字等により意思表明が不明瞭であるものまたはこれを訂正して押印のない提出書類に 

   より参加申込をしたもの。 

（２）企画提案募集の停止、中止及び取り消し 

   緊急時等やむを得ない理由により、企画提案競技を実施することができないと認められる場合は、 

  企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合において当該企画提案競技に要 

  した費用を埼玉県に請求することはできない。 

 

17 問い合わせ先 

  埼玉県危機管理防災部危機管理課 震災予防担当 島根 

  （電話）048-830-8148 

   (E-mail)a3115-06@pref.saitama.lg.jp 

 


